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れ
る
部
分
に
対
す
る
税
負
担
が
社
外
流
出
す
る
こ
と
と

な
り
、
結
果
と
し
て
運
転
資
金
が
半
減
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

 
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

そ
の
保
険
の
契
約
時
等
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
Ａ
・

Ｂ
二
つ
の
契
約
の
う
ち
、
Ｂ
契
約
に
つ
い
て
「
死
亡
保

険
金
の
年
金
支
払
特
約
を
付
帯
（
た
と
え
ば
五
年

間
）
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
契
約
は
五
〇
〇
〇
万

円
、
Ｂ
契
約
は
一
〇
〇
〇
万
円
（
五
〇
〇
〇
万
円
×

一
／
五
）
ず
つ
五
年
間
で
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
と
な

り
、
保
険
金
の
雑
収
入
計
上
を
表
２
の
形
と
す
る
こ
と

も
可
能
と
な
り
ま
す
〔
平
成
十
五
年
十
二
月
十
五
日
に

国
税
庁
か
ら
生
命
保
険
協
会
あ
て
の
事
務
連
絡
〕
。 

 

こ
れ
に
よ
り
結
果
的
に
税
負
担
の
軽
減
が
図
れ
る
こ

と
と
な
る
の
で
、
「
年
金
支
払
特
約
」
が
保
険
契
約
時

に
付
保
で
き
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
契
約
時
に
留

意
す
る
事
項
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。
既
存
契
約
に
つ
い

て
も
、
死
亡
事
故
発
生
前
で
あ
れ
ば
、
「
年
金
支
払
特

約
」
付
加
が
可
能
な
保
険
会
社
も
あ
る
よ
う
で
す
の

で
、
既
存
契
約
の
見
直
し
も
確
認
事
項
の
一
つ
と
思
わ

れ
ま
す
（
も
と
も
と
、
「
年
金
支
払
特
約
」
を
つ
け
ら

れ
な
い
保
険
も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
会
社
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）
。 

 〈表１〉 〔条件〕 

・法人の所得（保険金雑収入計上前かつ退職金支給前） 

                          1,000万円 

・死亡退職役員の勤続年数                13年 

・ 終役員報酬月額                  100万円 

・比較法人の功績倍率                  3.0倍 

・功労加算金として妥当な額               30％ 

・保険金 Ａ生命保険                5,000万円 

           （保険料支払い時全額期間費用処理） 

・保険金 Ｂ生命保険                5,000万円 

           （保険料支払い時全額期間費用処理） 

（弔慰金として、業務上の死亡の場合は給与の36ヵ月分、業務上の死亡

でない場合は給与の6ヵ月分の支給が認められるが、本事例では省略） 

 

〈表2〉 １年目 

(死亡した年度) 
２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

1  雑収入と

なる保険

金 

Ａ契約 5,000万円 － － － － 

Ｂ契約 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 

2 死亡退職金 ▲5,000万円 － － － － 

3 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 課税される 

保険金（1-2） 

〔役員退職給与適正額〕 

5,070万円（100万円×13年×3.0倍×130％） 

   

  

 

法人所得（保険金入金前かつ退職金支給前）     1,000万円 

増加する所得金額（受取保険金）         +10,000万円 

減少する所得金額（退職金）           ▲5,000万円 

加減後の所得金額                 6,000万円 

※その結果、受取保険金と支払退職金との差額 

 5,000万円が課税所得の増加となる。 

ゆえに支払予定退職金を5,000万円とした場合 

歯列矯正のための費用 
 

     小学2年生の長男は、 

    歯並びが悪く、このま

ま放置しておくと健全な成長に

支障がをきたす可能性があるた

め、歯列矯正の治療を受けまし

た。その治療費として50万円を

支払いましたが、この治療費は   

       私の所得税の確 

       定申告で医療費  

       控除の対象とし  

       て差し支えない 

       のでしょうか？ 

   歯列矯正の治療に要する費用 

  は、成人になってから特に健康

上の理由もなく美容整形を目的とし

て行う場合は医療費控除の対象とさ

れません。しかし、通常、乳歯から

永久歯に生え替わる成長期におい

て、歯のかみ合わせを正常化するな

どのために行われる歯列矯正は、身

体の構造または機能の欠陥を是正す

るものと考えられます。 

 したがって、ご質問の歯列矯正の

ための費用は正に歯科医師に対する

治療の対価といえますので、医療費

控除の対象として差し支えありませ

ん。 

 《貸付利率の改定》 

◎教育資金貸付 
(入学金などの教育資金対象） 
 

・平成２０年２/１２より 

・年2.2％（現在2.5％） 

 に改定されます。 

 

 取扱金融機関 

 国民生活金融公庫 

 ＴＥＬ 0742-23-8041 
 ホームページアドレス 

 http://www.kokukin.go.jp/ 
  


